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第２．パブリックアクセスに関する現行制度 

 

１．パブリックアクセスに関する法制度 

 我が国におけるパブリックアクセスは、前述のように概念としても権利としても社会

的に十分認知されてはいない。この背景として、我が国では海岸線が公共のものであり

誰でもが利用でき、そこへのアクセスは当然のこととして扱われてきたこと（中原裕幸

氏［（財）海洋産業研究会］）、自然災害に見舞われやすい日本の海岸では海外のプライベ

ートビーチような海岸線を私的に占有する開発はあまり行われなかったこと（酒匂敏次

氏［東海大学］）、高権的な公物管理論によって市民のパブリックアクセスを認めるかど

うかは行政の全くの自由裁量でしかなかったこと（淡路剛久氏［立教大学］）などが指摘

されている。いずれにせよ、こうした社会的状況の結果として、我が国ではパブリック

アクセスを位置づける法制度は確立されていない。 

 そこで、現行の法制度の中で、パブリックアクセスの視点がどのように盛り込まれて

いるかを検証する。 

 

 (１)パブリックアクセスに関する法制度の概要 

 パブリックアクセスに関する法制度としては、既述のようなパブリックアクセスの概

念「人々が海辺にたどりつくための道路等の手段と、たどりついてからそこで憩い、遊

ぶことができるような海辺環境を包括した概念」（国土庁）を踏まえると、海岸線を中心

として沿岸域全体（陸域、海域）に関わる多様な法制度として認識できる。 

 これらの法制度の全体像については、「沿岸域の利用に関する法律」が次頁の図のよう

にまとめられており、海岸線の利用に関わる基本的な法律として、海岸法、運河法、港湾

法、漁港漁場整備法が示されている。また、これらの海岸線の利用に関わる基本的な法律

に加えて、陸域と水域にまたがる法律（ex.自然公園法）や、陸域に限られる法律（ex.都

市計画法、河川法）、水域に限られる法律（ex.公有水面埋立法）など、多岐にわたってお

り、それだけ沿岸域に関する現行制度が複雑であることを読みとることができる。 

 こうした沿岸域に関する多様な法律の中から、パブリックアクセスに関わりの強い主要

な法律を選定すると、次の法律が挙げられる。 

 まず、海岸線の利用に関わる基本的な法律として、海岸法、港湾法、漁港漁場整備法を

取り上げる。また、パブリックアクセスが空間利用に関わる側面が強いことを考慮して、

陸域と水域にまたがる法律として自然公園法を、陸域に限られる法律として都市計画法と

河川法を、水域に限られる法律として公有水面埋立法を取り上げる。こうした合計７つの

法律について、パブリックアクセスの視点から検証を行う。 
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図１－２ 沿岸域利用に関する法律 
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(２)主要な関連法の目的とパブリックアクセスの視点 

 伊勢湾のパブリックアクセスに関する法律として選定した海岸法、港湾法、漁港漁場整

備法、自然公園法、都市計画法、河川法、公有水面埋立法について、パブリックアクセス

の視点の反映をみるため、それぞれの「法律の目的」を整理すると、下表に示すとおりで

ある。 

 

表１－２ 海岸線利用に関する主要な法律の目的 

法 律 名 
制 定 年 

(最終改正年)  

 
法 律 の 目 的 

 

海 岸 法 

昭和 31 年 

（平成 13 年） 

この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害か

ら海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適

正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。 

港 湾 法 

昭和 25 年 

（平成 12 年） 

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資する

ため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図

るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 

漁港漁場整備法 

昭和 25 年 

（平成 13 年） 

この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を

図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ

計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安

定及び国民経済の発展とに寄与し、あわせて豊かで住み良い漁村の振興

に資することを目的とする。 

自然公園法 

昭和 32 年 

（平成 11 年） 

この法律は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増

進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。 

都市計画法 

昭和 43 年 

（平成 12 年） 

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計

画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健

全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福

祉の増進に寄与することを目的とする。 

河 川 法 

昭和 39 年 

（平成 13 年） 

この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、

河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の

整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の

保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を

増進することを目的とする。 

公有水面埋立法 

大正 10 年 

（平成 12 年） 

古い手続き法であり、目的は記されていない。 
 参考：第一条 本法ニ於テ公有水面ト称スルハ河、海、湖、沼其ノ他ノ公共ノ用  
         ニ供スル水流又ハ水面ニシテ国ノ所有ニ属スルモノヲ謂ヒ埋立ト 
         称スルハ公有水面ノ埋立ヲ謂フ 

        ＜アンダーラインは引用者による＞ 
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 前頁の表にみるように、これらの７つの法律のうち、海岸法のみが、法律の目的の中に

「公衆の海岸の適正な利用」をうたい、パブリックアクセスの概念が反映されていると理

解できる。一方、海岸線の利用に関わる基本的な法律である港湾法と漁港漁場整備法には、

環境に配慮する規定が置かれたが、パブリックアクセスの概念は記述されておらず、今後、

反映される方向で改正が進むことが期待されるところである。また、陸域あるいは水域の

利用に関する法律では、自然公園法の中で「利用の増進を図る」と、河川法の中で「河川

が適正に利用され」と記されており、当該の法律が適用される沿岸域に限られるが、パブ

リックアクセスの概念が幾分か潜在しているものと理解できる。 

 

(３)海岸法の抜本改正 

 前述のように、海岸線利用に関する法律の中で、海岸法が最もパブリックアクセスの概

念を反映していたが、これは平成１１年に抜本的な改正がなされたためであり、それまで

の目的が「高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、もつて国

土の保全に資すること」となっていたのを、「････防護するとともに、海岸環境の整備と

保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の････」と改められたことによる。

こうして、これまでの海岸法が、防災のみを目的にしていたのに対し、新たな海岸法の目

的には、防災に環境と利用が加わり、この利用がパブリックアクセスの概念を反映するこ

ととなった。 

 そこで、こうした海岸法の目的の拡大に応じた改正のうち、パブリックアクセスに関わ

る事項を整理すると次のとおりである。 

① 指定された砂浜については、防護のための海岸保全施設として認められるようになった。

（第二条第１項） 

② 海岸保全区域以外の公共海岸も、一般公共海岸として、管理の対象範囲に加えられた。

（第二条第２項） 

③ 政令で定める海岸保全施設の整備に関する海岸保全基本計画の策定において、必要があ

れば、公聴会等による関係住民の意見を反映する措置を講じることとされた。（第二条

の三） 

④ 自動車乗り入れの制限、船舶の放置の制限などが付け加えられた。（第八条の二、第三

十七条の六） 
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図１－４ 海岸法対象海岸区域の延長（改正前・改正後の比較）
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２．パブリックアクセスに関する諸施策 

 パブリックアクセスに関する制度の基本は、前述の法制度ではあるが、これらを背景と

しつつ、そのときどきの社会経済状況を踏まえて具体的に展開される国の諸施策の中にも、

パブリックアクセスの概念は反映されており、こうした現行施策を整理すると次頁の表の

とおりである。 

 全体として、多様な施策が展開されているが、水産庁と国土交通省（河川局、港湾局等）

という海岸管理に関わる省庁が所管する施策が挙げられ、海岸管理に関する施策が中心で

あることが読みとれる。 

 

 




